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ＳＣＡＴ国際会議助成応募要領 

 

一般財団法人テレコム先端技術研究支援センター 

 

１．国際会議助成の趣旨 

わが国は、低炭素社会の実現、少子高齢化対策、感染症対策など社会体制の大きな

変革が求められています。こうした困難な課題を解決するために情報通信技術が果た

すべき役割はますます高まっており、先端的な情報通信技術の研究開発の重要性が増

大しています。先端的な研究には研究者自身の独創性が求められるとともに、第一線

の研究者相互の研究交流が欠かせません。当センターでは、このような認識のもとに、情報

通信技術分野の研究交流の促進を目的として、情報通信技術分野に関する国際会議に対

して開催費の助成を行います。 

 

２．国際会議助成の対象等 

先端的な情報通信技術分野に関する国際会議を対象とし、原則小規模なものから優

先的に助成します。 

 

３．応募資格 

(1) 国際会議の条件 

令和８年４月～令和９年３月に開催され、内国法人及びそれに準じる任意団体が主

催する、国内外で開催される国際会議（注）であって、海外の参加予定者が全参加

予定者の２０％以上である会議とします。 

（注）新しい国際会議を設立するための準備会合を含みます。なお例えば、IEEE ○

○会議は外国法人の日本支部が主催する会議とみなし応募資格はありません。 

 

(2) 応募者の資格 

国際会議を主催する日本の学会、研究グループの開催責任者とします。 

 

４．助成額および採用予定数 

１件当たり２５万円以下とし、２０件程度の採用を予定しています。 

 

５．助成金支給時期および支給方法  

支給時期は原則として国際会議開催直前とします。なお、助成金は助成対象者が指

定する銀行口座（原則として法人名義）に振り込みます。 

 

６．助成対象者の義務 
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(1) 国際会議終了後、会議開催結果報告（会議内容、収支結果）を提出していただきま

す。なお、会議内容は当センターの年次報告書に掲載し公開させていただきます。 

 

(2) 国際会議開催時には、原則として一般財団法人テレコム先端技術研究支援センター

（ＳＣＡＴ）から助成を受けた旨をプログラムなどに明示していただきます。 

(3) 助成金は、国際会議の開催に直接必要な経費にのみ使用していただきます。 

 

７．応募方法 

(1) 応募書類の入手方法 

応募書類は、当センターのホームページからダウンロードしてください。ダウンロ

ードできない方は、下記の当センター窓口までご請求ください。 

 

 

〒162-0067 東京都新宿区富久町 16-5 新宿高砂ビル       

一般財団法人テレコム先端技術研究支援センター 事業部 

TEL (03)3351-8148   FAX (03)3351-1624  

E-mail: scatjosei@scat.or.jp  

https://www.scat.or.jp 

 

 

(2) 応募に必要な書類と提出方法 

応募に当たっては、以下の書類を当センター宛に E-mail の添付ファイルにて送付

してください。添付ファイルは PDF化しないでください。 

件名は「2025SCAT国際会議応募（所属機関名 連絡担当者名）」としてください。 

① ＳＣＡＴ国際会議助成申込書    １部 

(3) 応募期間 

令和７年８月１日（金）～令和７年１０月３１日（金） 

（E-mail最終日の送付日時有効） 

(4) 応募書類の提出先 

E-mail送付先は、前記７.(1) の応募書類の請求窓口と同じです。 

 

８．審査 

審査は提出された応募書類により行い、助成対象者及び助成  額は当センターが設

置した研究助成審査委員会で決定します。 

 

９．審査結果 

助成対象者への採否の結果は、令和８年３月に応募者（連絡担当者）にお知らせし

ます。 
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10.資金の管理 

 (1)本助成は、運営収支が黒字になることを前提とした国際会議に資することはできませ

ん。 

  (2)国際会議終了後に余剰金が生じた場合、余剰金を次年度以降の開催費用に繰り越すこ

とができます。助成金の全部又は一部を返還していただく必要はありません。ただし

余剰金を本会議主催者の上部団体の会計に計上することはできません。 

 

11．その他 

(1) 提出された書類は返却いたしません。 

(2) 応募書類は個人情報保護に留意し、国際会議助成事業を遂行する範囲でのみ使

用します。 

(3) 審査の経過及び内容に関するお問い合わせには応じられません。 

(4) 助成金を目的外に使用したり、国際会議の開催を中止及び翌年度以降へ延期したり

した場合は、助成金を返還していただきます。 

(5) 助成対象国際会議を当センターのホームページ及びＳＣＡＴフォーラム(会員向け情報提

供)に掲載させていただきます。掲載項目は国際会議名、主催者名、開催責任者名、参加者

数、開催期間・場所及び助成額です。 

(6) その他、お問い合わせは、前記７.(1)項の応募書類の請求窓口にお願いします。 

以上 


